
 

区分 国民健康保険税 

医療給付費 後期高齢者支援金 介護納付金 

所得割額 課税総所得 7.4％ 2.7％ 2.3％ 

均等割額 １人あたり 29,700円 10,000円 11,500円 

平等割額 １世帯あたり 21,800円 7,400円 5,400円 

限度額 650,000円 240,000円 170,000円 

 


